
対象
市民参加する

事項
対象事項の概要

市民参加の方法
（審議会等は名称）

実施予定時期 担当部署

意見交換会 12月

意見公募 12月

紫波町介護保険運営協議会 8月～2月

アンケート 6月～7月

意見交換会 8月末頃

意見公募 12月下旬～1月上旬

元気はつらつ委員会 7月、2月

アンケート調査 9月

意見交換会 随時開催

意見公募 12月

計画策定委員会 10月～2月

アンケート調査 8月～9月

意見交換会 8月、9月

意見公募 12月～1月

自殺対策計画策定委員会 10月、12月、2月

まちづくり座談会での意見聴取 6月～7月

パブリックコメント 7月～8月

意見交換会 後期

意見公募 後期

意見公募 12月

アンケート調査 7月

紫波町総合計画審議会 10月～2月

意見公募 1月～3月

紫波町公共交通会議 1月～

サポーター意見交換会 9月

意見公募 12月

紫波町男女共同参画推進委員会 7月～3月

意見公募 1月

紫波町国土強靭化地域計画検討委
員会

11月～3月

アンケート 7月～9月

紫波町都市再生協議会 11月、2月

紫波町都市計画審議会 1月

意見交換会 6月～8月

子ども・子育て会議 11月

意見交換会 随時開催

佐比内公民館移転検討委員会 6月～9月

意見交換会（住民説明会） 9月～10月

意見公募 9月～10月

意見交換会 11月

意見公募 12月～1月

紫波町環境保全審議会 11月
第２期紫波町国民健康保険
データヘルス計画
（第３期特定健康診査等実
施計画）

被保険者の健康増進、生活習慣病読簿や重症化予防、さらには健康寿命
の延伸および医療費の適正化を図ることを目的として本計画を策定するも
のです。 意見公募 未定 町民課

サポーター意見交換会 9月

意見公募 12月

紫波町男女共同参画推進委員会 7月～3月

住民説明会 下半期

意見公募 10月～11月

住民説明会 9月

意見公募 8月～9月

古館駅前地区都市再生整
備計画　事後評価

古館駅周辺において、「古館駅前地区都市再生整備計画」を作成し、誰も
が快適で安全安心な交通アクセスのよい駅前空間の形成として、令和元
年度から駅前広場や自転車歩行者専用道路などの整備に取り組んできま
した。

意見公募

令和6年1月12日
（金）～
令和6年1月25日
（木）

都市計画課

健康福祉課

対象事
項以外
で市民
参加す
る事項

企画課

紫波町公共施設等総合管
理計画

町の主に公共施設を中心とした各施設の効果的な維持管理の推進のた
め、全体的な方針を示したものである。策定は平成28年度で、令和３年度
及び令和４年度に総務省から改訂を求める通知があったことから、必要な
改訂作業を行うもの。 財政課

第２次紫波町国土強靭化地
域計画

企画課

都市計画課

こども課

総務課

紫波町町有財産活用事業
（旧片寄小学校）実施方針
の策定

資産経営課

紫波町子ども・子育て支援
事業計画

紫波町パートナーシップ
（ファミリーシップ）制度

企画課

佐比内公民館の移転

資産経営課

長寿介護課

商工観光課

企画課

第９期元気はつらつ高齢者
計画

東根山の日条例

第２期紫波町いのち支える
自殺対策計画

健康福祉課

こども課
東部保育所機能の整理につ
いて

令和　５　年度　市民参加予定

第七次紫波町母子保健計
画

閉校した学校とその敷地の活用を行うため、民間事業者による活用の方
針を定めた実施方針を策定しようとするものです。

人口減少、高齢化社会においても持続可能なまちづくりを推進するため、
都市再生特別措置法の改定で制度化された立地適正化計画を策定する
とともに、策定後10年を経過した紫波町都市計画マスタープランの中間見
直しを実施するものです。
※策定期間：令和５年度～令和６年度

令和７年度から令和11年度までの５年を計画期間とする「第三期紫波町
子ども・子育て支援事業計画」を市民参加により策定するものです。
※策定期間：令和５年度～令和６年度

東部地区に新たに民設民営の保育所を整備し保育環境の充実を図り、令
和２年から保育所として暫定的に開所していた東部保育所の保育機能を
整理するものです。

後期

紫波町学校給食センター整
備基本方針書の策定

障害者基本法に基づく障がい福祉の総合的な計画と、障害者福祉サービ
スや地域生活支援事業等の必要量の見込みを定める計画を策定するも
のです。

LGBTQ等性的マイノリティに対して自治体が独自に「結婚に相当する関
係」と認定することで、様々なサービスや社会的配慮を受けやすくする制
度です。現在人口の６割をカバーする自治体がすでに導入しており、町が
基本理念として掲げる「多様性あるまちづくり」の推進の一助になると考え
られるため、紫波町でも導入を検討するものです。

紫波町都市計画マスタープ
ラン及び立地適正化計画

第３次紫波町男女共同参画
推進計画

老朽化した学校給食センターの建て替え（移転）を行うため、整備方針を
定めた整備基本方針書を策定するとともに、建設予定地域に住む住民を
対象とした住民説明会を開催します。

現在の佐比内公民館は、昭和58年に建設され39年が経過してます。平成
14年の台風6号時には付加した浸水、平成25年の大雨時には床上浸水し
ています。また令和4年には急傾斜地の崩壊の危険性が合う場所に指定
されました。このことから、地域住民が集う公共施設の安全性を確保する
観点から、防災上、安全な場所に移転する必要があるものです。

地球温暖化対策実行計画
（区域施策編）

　令和５年４月に水分地区及び志和第８行政区が脱炭素先行地域に選定
され、脱炭素社会構築へ向けた動きが促進されようとしている。また、この
動きに付随して、当該エリア以外でも脱炭素化へ向けた取り組みが見込ま
れるため、本計画の改定を行う。

地球温暖化
対策課

第6次母子保健計画は令和5年度までの計画期間としている。第2次健や
か親子21(対象期間は、平成27年度から令和6年度までの10年間)の指標
を考慮し、令和6年度から4年間の母子保健事業計画を策定するもので
す。

現行の自殺対策計画は令和５年度までの計画期間としております。国の
自殺総合対策大綱の重点施策や町の動向を踏まえた自殺対策を総合的
に推進するため、令和６年度から５年間の計画を策定するものです。

健康福祉課

企画課

第三次紫波町総合計画後
期基本計画

標記条例の制定に係る立法事実の検討に当たり、（仮称）自治体コンプラ
イアンスフォーラムを開催し意見交換を行い、及び条例に係る意見公募を
行うものです。

紫波町公正な職務の執行の
確保等に関する条例(仮称)

紫波町地域公共交通計画

生涯学習課

市民参
加の対
象となる
事項

紫波町における地域公共交通の現状・問題点、課題を踏まえ、持続可能
な公共交通を確立することを目的として、紫波町地域公共交通計画(仮称)
を策定します。

男女共同参画社会の実現を図るために策定した原稿第二次紫波町男女
共同参画計画～紫あ波せあっぷるプラザⅡ～の計画期間が令和５年度と
なっているため、令和６年度から令和15年度までの10年を計画期間とする
「第三次紫波町男女共同参画推進計画」を市民参加により策定するもの
です。

近年相次ぐ大規模自然災害に対して、人命を守り、経済社会への被害が
致命的にならず迅速に回復する「強さとしなやかさ」を備えた国土、経済社
会システムを平時から構築することを目的とした計画。現計画が令和５年
度までとなっているため、令和６年度から９年度までの４年間を計画期間と
して、計画を改訂するものです。

令和２年度から９年度までを計画期間とする第三次総合計画について、令
和５年度で前期計画が終了します。前期を振り返り後期４年間の取組みに
向けて計画を改訂し、暮らし心地の良いまちを実現していきます。

当町の観光資源である「東根山」を内外に広め、「東根山」に対する町の
姿勢を示すべく、「東根山」の標高にちなんで９月28日を「あづまね山の日
（仮称）」とする条例を制定するものです。

基礎調査・分析

高齢者が介護や支援が必要な状況になっても可能な限り住み慣れた地域
で、安心して日常生活ができるよう地域全体で高齢者を支える体制の構
築を目指す令和6年度から令和8年までの3年を計画期間とする計画「元気
はつらつ高齢者計画」を市民参加により策定するものです。

紫波町障がい福祉プラン
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